
長崎県特別高圧電力高騰対策事業費補助金

～よくあるお問い合わせ～

令和6年2月 1日作成

【１．補助金の対象】

Ａ１－１ エネルギー等物価高騰の影響を受けている県内事業者等の負担軽減

を図り、安定した経営環境の持続を促進するため、特別高圧電力受電事

業者等を支援し、県内経済の振興を図ることを目的としています。

Ａ１－２ 特別高圧受電事業者等のうち、別表１に掲げる業種を営む者が対象

者となります。ただし、商業施設に入居する事業者等については、商業

施設を管理し特別高圧電力の受電を契約している者が申請し、県内で

複数の商業施設を管理している場合は、合算して申請してください。

（上限等は合算額に適用します。）

Ａ１－３ １事業者あたり１申請となります。

Ａ１－４ 令和５年 10 月から令和６年５月までの毎月の特別高圧電力使用量

を対象としており、対象となる使用量を含む国・県・市町が実施する物

価高騰分への支援補助と併用して交付を受けることはできません。ま

た、同使用量に公共施設等分や住宅分を含むことはできません。

    そのため、商業施設に、他の支援補助を受けている店子、公共施設等や

住宅が含まれる場合は、特別高圧電力使用量から当該使用量を除いた

分で申請ください。（※様式２号（別紙）に該当分が分かるよう記載して

ください。）

Ｑ１－１ 補助金の目的は

Ｑ１－２ 補助金の対象者は

Ｑ１－３ 複数の事業所を運営しているが、事業所単位で申請できるか

Ｑ１－４ 国・県・市町等の補助金と併用できるか
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Ａ１－５ 募集要領等に記載のある「別表１ 対象業種」となります。交通事業、

学校、病院（医療福祉関連施設含む）等を営む事業者は補助対象外とな

ります。

Ａ１－6 県内に主たる事務所、事業所を置く事業者等が対象となります。

Ａ１－7 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト（https://www.biz-

partnership.jp/）をご覧ください。

宣言書をポータルサイト上でアップロードし、その写しを申請書類に添

付してください。

※本社が実施することにより、申請事業所・施設も包含する場合は、本

社の宣言書の写しを提出してください。

Ａ１－８ 補助対象者である商業施設を管理し特別高圧電力の受電を契約して

いるものの分のみ提出してください。なお、当該申請者は店子が国・県・

市町が実施する物価高騰分への支援補助を受けていないことを必ず確

認してください。

Ａ１－９ 消費電力実績値に単価をかけて算出しますので、そもそも補助対象

としておりません。

Ｑ１－６ 本社が県外であっても、補助金の対象となるのか

※主たる事務所とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約など

に記載している法人住所又は事業活動の拠点としての主たる事務所を

いう。

Ｑ１－９ 消費税は補助対象になるのか

Ｑ１－５ 補助対象業種は

Ｑ１－7 パートナーシップ構築宣言とはどういったものか

Ｑ１－８ 商業施設の場合、添付書類は店子の分もすべて必要か。
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【２．申請手続き】

Ａ２－１ 令和６年７月１日（月）までに必着です。行き違いを防ぐため、簡易書

留やレターパックで郵送ください。

Ａ２－２ 県の公式ウェブサイトからダウンロードしてください。

＜URL＞

http://10.1.10.2/kohocms/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-

shinseikankei/615551.html

Ａ２－３ 以下の宛先へ郵送してください。

   ＜申請書の郵送先＞

   〒850-8570 長崎市尾上町 3-1

長崎県産業政策課 特別高圧電力高騰対策支援 受付係 宛

Ａ2－4 行き違いを防ぐため、持参による申請は受け付けておりません。

Ａ２－５ 必ず、簡易書留やレターパックなど追跡ができる方法での郵送をお

願いします。

Ａ２－６ 申請者の住所、氏名を確認できる書類が必要となりますので、住所

の記載のない健康保険証は確認書類にはなりません。

Ｑ２－１ 申請はいつまでできるのか

Ｑ２－２ 申請書の様式はどこで入手できるのか

Ｑ２－３ どこへ申請すればいいのか

Ｑ2－4 持参による申請は可能か

Ｑ２－５ 普通郵便で郵送してよいか

Ｑ２－６ 個人事業主の本人確認書類は健康保険証でもよいか
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Ａ２－７ 令和６年７月１日（月）までの申請期間の終了後、全申請者分をまとめ

て交付決定（採択）いたします。（申請順ではありません。）

なお、申請額と予算の範囲内で知事が必要と認めた額を比較して少な

い方の額になりますので、ご了承ください。補助金を採択したときは

「補助金交付決定通知書及び交付額確定通知書」を郵送します。

【３．補助金交付】

Ａ３－１ 変更承認申請書を県が受理し、県が変更承認及び額の確定をしてか

ら、書類に一切の不備がなければ、通常１～２ヵ月程度で補助金を振り

込みます。

Ａ３－２ 今回の補助金においては、事業完了後の支払いとなります。

Ｑ２－７ 採択の方法は

Ｑ３－１ 補助金の交付にどれくらい時間がかかるのか

Ｑ３－２ 事業の着手・完了前に補助金を受け取れないのか


